
大阪日航日本語学校　学則

第1章 総 則
（適用範囲）
第1条 本規則は、本校の認定日本語教育機関認定課程において学習する者に対する日本語教育について定める。

（教育理念）
第2条 本校は、日本語を通じて母国と日本との相互理解を推進し、世界の様々な分野で活躍し、国際社会の平和に貢献し、次世代を担うことのできるリーダーとして世界に羽ばたく人材を育成することを教育理念とする。
（目的）
第３条　日本語学習を通じて柔軟な思考力と日本文化に対する感性を磨き、日本語の実践的運用能力を身につけることにより、社会性、対人関係性の向上に資するコミュニケーション能力と自己管理能力を高め、地域並びに国際社会の諸課題に主体的に取り組むことができる人材の育成を目的とする。
２．グローバル世界における文化的、経済的な多様な可能性や意義を探求することを通して、豊かな教養と専門性を身につけ、専門学校、短期大学、大学、大学院での教育に十分適応できる日本語能力を持つ人材の育成を目的とする。
３．多文化共生の多様な可能性や意義を探求することを通じて、豊かな教養と専門性を身につけ、日本企業で十分活躍できる人材の育成を目的とする。

（名称）
第４条　本校は、大阪日航日本語学校と称する。

（位置・所在地）
第５条　本校は、兵庫県伊丹市宮ノ前三丁目5番３２号に置く。

（自己点検評価）
第６条　本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動の状況について自ら点検及び評価を行い、それを公表するものとする。
２．前項の点検及び評価の実施に関し、別途規程に定める。


第2章 課程、就学期間、収容定員及び休学日

（課程、修業期間、収容定員）
第７条　本校の課程、修業期間、収容定員等は、次のとおりとする。
	部
	課程
	修学期間
	収容定員
	クラス数
	備考

	午前の部
	進学２年課程
	２年間
	４０人
	２クラス
	２年生

	午後の部
	進学２年課程
	２年間
	４０人
	２クラス
	１年生

	合計
	
	
	８０人
	４クラス
	



（実施期間）
第８条　入学日は原則として、４月１日とする
実施期間は、４月１日から翌年３月３１日までを一周期とすることを基本とする。

（休学日、授業時間数）
第９条　土曜日、日曜日、日本国の法律で定める休日及び本校で指定する日は、原則として休学日とする。
２．毎年、長期の夏季休業、冬季休業、春季休業を設ける。
３．教育上必要であり、且つやむを得ない事情があると校長が認めるときは、前各項の規定にかかわらず、休学日に授業を行うことができる。また、校長が必要と認めたときは、休学日を臨時に変更することができる。
４．１単位時間（１コマ）は４５分とし、年間日程は１年間の授業時間数が７６０単位時間以上になることを条件として、年間日程に定める。

（学習日、時間）
第10条　学習日は、毎週月曜日から金曜日とする。
２．授業時間は、午前の部　午前９時～午後１２時２０分
午後の部　午後１時～午後４時２０分とする。
３．非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。


第３章　教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織
（教育課程）
第11条　本校の教育課程は、次の表のとおりとし、授業科目、その概要等の詳細は別紙のとおりである。
週当たりの時間数は20時間とする。
進学２年課程
	レベル
	日本語教育
の参照枠
	到達目標
	標準学習期間
及び授業時間数

	初級
	Ａ１
	具体的でよく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることができる。相手がゆっくり、はっきりと話して、助けてもらいながらなら簡単なやり取りができる。
	2.5か月
200時間


	初中級
	Ａ２
	ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、学校など、日常生活に関してよく使われる文や表現が理解でき、それらが運用できる。簡単で日常的な範囲なら、身近な事柄についての情報交換ができる。
	３か月
240時間

	中級１
	Ｂ１①②③
	日常生活や娯楽でふだん出会うような身近な話題に関して共通語であれば、主要点が理解できる。身近で個人的に関心のある話題なら、脈絡のあるテクストを作り、それらを互いに情報交換できる。
	7.25か月
582時間

	中級２
	Ｂ２①②③
	自分の専門分野であれば議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。日本語母語話者とも流暢にやり取りができる。
	7.25か月
582時間



（学習の評価、進級）
第12条　学習の評価は、レベルごとに到達度評価を行い、評価において60％以上を合格とし、進級とする。なお、Ｂ１②タームで１年生終了となる。
　２．学習の評価及び進級に関する事項は、学習評価及び進級・修了（卒業）認定規程に定める。

（教職員）
第13条　本校には、次の教員及び職員を置く。
1 校長　１名
2 主任教員　１名
3 教員５名以上（本務等教員２名以上、うち主任教員１名）
4 生活支援担当者（教員及び事務職員兼務）
5 事務統括責任者　１名
２．前項に規定するものの他、副校長その他必要な職員を置くことができる。
３．校長は公務を司り、所属教職員を監督する。

（主任日本語教員）
第14条　日本語教員の中から教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者として、主任日本語教員を置く。

（教員会議）
第15条　職務の円滑な執行に資するため、教員会議を置く。
２．教員会議は、主任教員が主宰する。
第４章　入学、休学、退学、卒業及び賞罰
（入学資格）
第16条　本校への入学資格は、次の条件を満たしていることとする。
１. 原則として、外国において通常の課程による１２年以上の学校教育を修了している者
２. 正当な手続きによって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
３. 本人または家族等が経費支弁能力を有する者

（入学希望者への情報提供）
第17条　本校への入学希望者に対しては、学校パンフレット及び募集要項等によって広報を行う。入学許可の際に、最新の情報提供を行い、記録、保管する。

（入学資格）
第18条　入学資格に関する事項は、次の条件をいずれも満たしていることとする。
(１)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者
(２)入学時の年齢が満18歳以上。原則として30歳以下で、最終学歴の学校を卒業後5年未満の者
(３)大学、専門学校、中学高校、語学学校で日本語を履修し、日本語学習時間が150時間以上あり、日本語能力試験Ｎ５の試験に合格している者
(４)本校在学中の学費、生活費等の滞在経費の経費支弁者を有する者

（入学選考・手続き）
第19条　本校の入学選考・手続きは、次のとおりとする。
(1)本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、指定期日までに出願しなければならない。
(2)前号の手続きを完了した者に対して入学選考を行い、入学者を決定する。
(3)本校に入学を許可された者は、指定期日までに第６条に定める入学金及び必要な学納金を振込み入学の手続きをしなければならない。
     
（休学、復学、転学）
第20条 生徒の疾病その他やむを得ない事由によって、校長が必要と判断した場合は、休学を認める。
２．休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て、復学することができる。
３．転出においては、原則認めない。災害発生時の生徒の転学については、他校と協定を締結し、双方の生徒が学校生活及び日本語学習等が継続できる環境を生徒に提供する。
また、転入学においては、本校の定める入学資格を有する者で、欠員のある場合に限り選考の上、入学を許可する場合がある。

（退学）
第21条　退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を得なければならない。

（修了・卒業の認定）
第22条　校長は、教育課程で定められた各授業科目について、判定会議において第12条に定める学習の評価を行い、学習評価及び進級・修了（卒業）認定規程に基づき修了（卒業）を認定する。

（出席管理）
第23条　出席要件を下記のとおり定める。						
１．１コマ数の出席：1分～10分までを「遅刻」とする。11分遅刻から１コマ「欠席」とする。「遅刻」３回で1コマ「欠席」とする。					
２．日にちの出席率：1コマ目休んで２コマ目から登校した場合、３回で１日「欠席」とする。							
（褒章）
第24条　校長は、成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒章を与えることができる。

（処分等）
第25条　生徒が学則や諸規定に違反した場合、学内外にて不適切な言動又は迷惑行為を行った場合、生徒が法令を犯し、刑事又は民事の事件を起こしたり、重大な不祥事を起こしたりした場合には、次の処分を行うものとする。
（1） [bookmark: _Hlk196485661]文書による厳重注意
（2） 退学の勧告
（3） 除籍（懲戒退学）処分
２．校長は、出席不良又は長期欠席の生徒に対して、次の処分等を行うことができる。
（1） 文書による厳重注意
（2） 退学の勧告
（3） 除籍（懲戒退学）処分
３  校長は、生徒が学力不足等で成業の見込みがないと認められる場合、当該生徒を除籍（懲戒退学）処分とすることができる。
 ４．校長は、生徒の不正入学、虚偽の申告等（学歴、犯歴、心身の健康状態等）が判明した場合、当該生徒を除籍（懲戒退学）とすることができる。
５．校長は、学納金等の納入を怠り、督促を受けてなお納入しない者については、在籍の許可を取り消し、又は除籍することができる。
６．校長は、長期にわたり連絡が取れない者については除籍（懲戒退学）することができる。


第５章　生徒の納付金
第26条　本校で学習する者は、入学検定料・入学金、授業料等、その他諸経費として以下の表に掲げる額を前納入しなければならない。
	学納金内訳
	1年目
	2年目

	入学検定料
	３０，０００円
	０円

	入学金
	８０，０００円
	０円

	授業料
	６７０，０００円
	６７０，０００円

	施設費
	４０，０００円
	４０，０００円

	設備費
	４０，０００円
	４０，０００円

	教材費
	２０，０００円
	２０，０００円

	課外活動費
	２５，０００円
	３０，０００円

	保険料（学生保険）
	１０，０００円
	１０，０００円

	健康管理費
	５，０００円
	５，０００円

	入国時出迎え費
	１０，０００円
	０円

	※寮費
	３６０，０００円
	３６０，０００円

	※駐輪場代
	１６，８００円
	１６，８００円

	寮入居時費用
	５０，０００円
	０円

	寮退去時費用
	０円
	５０，０００円

	計
	１，３５６，８００円
	１，２４１，８００円


※寮は２年目以降希望により転居可能とする。その場合、寮費の納入は不要とし、退去時費用（クリーニング代等）２５，０００円を納入する。
※駐輪場代は自転車通学しない者は不要とする。
※上記の保険料（学生保険）のほかに、国民健康保険（義務）に加入する必要がある。
費用は、入国後通知する。

（学納金の返還）
第27条　本校を中途退学する者は、申し出により、以下の式により算出した額から千円未満を切り捨てた額の返還を受けることができる。ただし、学納金の全額を納入していない場合には、この限りでない。
· 納入した学納金　×　残りの授業時数が当校の課程の授業時数全体に占める割合
※ 入学検定料、入学金は返還しない。

２. 在留資格認定証明書が不交付の場合、選考料を除く全納付金を返還する。

第６章　　雑　則
（寮）
第28条　寮（住宅）に関する事項について
入学１年目は、本校が用意する住宅に住むこととする。また２年目以降は希望により転居可能とする。寮費は、前納制とする。
なお、詳細は校長が別に定める。
（健康診断）
第29条　健康診断は、毎年１回、学校保健安全法施行規則第６条に定めるところにより実施する。

（在籍管理）
第30条　在籍管理に関する事項は、第２３条の出席管理を基に出席率の管理、及び高度な日本語力、知識、並びに多様な活躍の機会を与うる教育提供により、適正な在籍管理を行うものとする。
長期欠席者、資格外活動状況等を的確に把握し、政府の対応方針に沿う十分な指導を行う。



附　則　この学則は、令和８年４月１日から施行する。

























[bookmark: _Hlk198835566]学則添付書類
学則　第11条別紙　　各レベルの授業科目と授業内容
	レベル
	科目名
	授業内容（概要）
	使用教材

	

初級
	語彙・漢字
	語彙は、A1レベルの日常的な場面において使用するごく基本的な語彙を学ぶ。
漢字は、日常的に使う事柄に関するごく
基本的な漢字を読んだり書いたりする。
	『できる日本語初級　本冊　』
『できる日本語初級　わたしのことばノート』
『漢字たまご　初級』

	
	コミュニケーション
	『できる日本語初級』を用いて、日常的な場面における簡単で短い定型的な表現を学習し、聞き取り、ロールプレイによる練習を行う。
	『できる日本語初級　本冊　』


	
	発表
	『できる日本語初級』の「できる」「話読聞書」において、A1レベルの言語活動を用いて、発表する。
	『できる日本語初級　本冊　』


	
	学習自己管理
	週ごとに、学習した項目の筆記試験を行い、振り返るためのルーブリック評価表を作成する。
	オリジナル教材
ルーブリック評価表

	

初中級
	語彙・漢字
	語彙は、A2レベルの日常的な場面において使用する基本的な語彙を学ぶ。
漢字は、日常的に使う事柄に関する漢字を読んだり書いたりする。
	『できる日本語初中級本冊　』
『できる日本語初中級　わたしのことばノート』
『漢字たまご　初中級』

	
	コミュニケーション
	『できる日本語初中級』を用いて、日常的な場面における定型的な表現を学習し、聞き取り、ロールプレイによる練習を行う。
	『できる日本語初中級本冊　』


	
	発表
	『できる日本語初中級』の「できる」において、A２レベルの言語活動を用いて、発表する。
	『できる日本語初中級本冊　』


	
	聞く
	日本語能力試験対策用問題集を用いて試験対策をする。
	『日本語能力試験問題集 N4聴解スピードマスター』

	
	読む
	日本語能力試験対策用問題集を用いて試験対策をする。
	『日本語能力試験問題集 N4読解スピードマスター』

	
	書く
	『できる日本語初中級』の「話読聞書」を用いて、作文を作成する。
	『できる日本語初中級本冊　』


	
	学習自己管理
	週ごとに、学習した項目の筆記試験を行い、振り返るためのルーブリック評価表を作成する。

	オリジナル教材
ルーブリック評価表

	

中級１
	漢字
	語彙は、予習をし、授業に臨む。
漢字は、B1レベルの日常生活に関する大部分の漢字を読んだり書いたりする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中級』
『漢字たまご　中級』

	
	聞く
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中級』における学習項目を理解し聞く。また、日本語能力試験対策用問題集を用いて試験対策をする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中級』
『日本語能力試験問題集 N3聴解スピードマスター』
『ドリル＆ドリル　日本語能力試験　Ｎ3　聴解・読解』

	
	読む
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中級』における学習項目を理解し、読む。また、日本語能力試験対策用問題集を用いて試験対策をする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中級』
『日本語能力試験問題集 N3読解スピードマスター』
『ドリル＆ドリル　日本語能力試験　Ｎ3　聴解・読解』

	
	やり取り
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中級』における学習項目を理解しやり取りをする。オリジナル教材を用いて、日常生活や仕事、旅行などで使える実践的なやり取りをする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中級』
オリジナル教材

	
	発表
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中級』における学習項目を理解し発表する。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中級』


	
	書く
	『 J-peak 中級』の書くUnitの課題で作文を作成する。
	『 J-peak 中級』


	
	学習自己管理
	週ごとに、学習した項目の筆記試験を行い、振り返るためのルーブリック評価表を作成する。
	オリジナル教材
ルーブリック評価表

	
	文化理解
	主に地域の文化を知るため、事前調査をし、施設見学に行き、そこで得た知見を発表する。
	『にほんごで文化体験』

	

中級２
	漢字
	語彙は、予習をし、授業に臨む。
漢字は、N2レベルの日常生活に関するより幅広い場面で使われる漢字を読んだり書いたりする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中上級』
『日本語総まとめ N2漢字』

	
	聞く
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中上級』における学習項目を理解し聞く。また、日本語能力試験対策用問題集を用いて試験対策をする
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中上級』
『日本語能力試験問題集 N2聴解スピードマスター』
『ドリル＆ドリル　日本語能力試験　Ｎ2　聴解・読解』

	
	読む
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中上級』における学習項目を理解し、読む。また、日本語能力試験対策用問題集を用いて試験対策をする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中上級』
『日本語能力試験問題集 N2読解スピードマスター』
『ドリル＆ドリル　日本語能力試験　Ｎ2　聴解・読解』

	
	やり取り
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中上級』における学習項目を理解しやり取りをする。オリジナル教材を用いて、より複雑な話題や抽象的な概念について意見交換をする。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中上級』
オリジナル教材

	
	発表
	『できる日本語中級』と『 J-peak 中上級』における学習項目を理解し発表する。
	『できる日本語中級　本冊　』
『 J-peak 中上級』


	
	書く
	『 J-peak 中上級』の書くUnitの課題で作文を作成する。
	『 J-peak 中上級』


	
	学習自己管理
	週ごとに、学習した項目の筆記試験を行い、振り返るためのルーブリック評価表を作成する。
	オリジナル教材
ルーブリック評価表

	
	文化理解
	主に地域の文化を知るため、事前調査をし、施設見学に行き、そこで得た知見を発表する。
	『にほんごで文化体験』













学則　第12・22条　別紙　　学習評価及び進級・修了（卒業）認定規程

・学習評価及び進級
A1・A2では各レベルごとに、B1・B2では各3タームにわけそれぞれで到達度評価を行う。60％以上を合格とし、不合格の場合は再試験及び再提出をもって進級とする。

	レベル
	評価
	評価方法

	Ａ１
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	Ａ２
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）

	Ｂ１①
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）

	Ｂ１②
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）

	Ｂ１③
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）

	Ｂ２①
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）

	Ｂ２②
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）

	Ｂ２③
	聞くこと
	筆記試験

	
	読むこと
	筆記試験

	
	やり取り
	ルーブリック評価（口頭試験）

	
	発表
	ルーブリック評価（プレゼンテーション）

	
	書くこと
	ルーブリック評価（作文）




・修了（卒業）要件
修了評価（試験）を60％、各レベルの到達度評価の平均を20％、出席率を20％とし総合評価する。
※出席率80％未満の場合は診断書等の正当な理由がある場合は配慮する。判定会議終了後、生徒に評価表を配布する。

判定会議において75％以上をもって修了とする。
判定会議メンバー
校長、主任教員、本務等教員

（評価の内訳）
修了評価（試験）
	80～100%
	60点

	60～79%
	50点


※修了評価は「読む」「聞く」「書く」はＢ２レベルのマークシート試験を実施する。「やり取り」は教員と対面で会話をし、「発表」は課題を出して発表し、「書く」は作文を書き、ルーブリック評価表で評価を行う。
到達度評価平均（試験）
	80～100%
	20点

	60～79%
	15点


出席率　
	100%
	20点

	90％以上
	15点

	80％以上
	10点





学則　第28条　寮に関する詳細
（寮規則）
1． 目的　
本校の方針、学則に基づき自律的協同生活を通して、日本での生活を学ぶこと。

2． 規則概要
この規則は秩序ある、安全で安心な寮生活を送ることを目的に定められたものである。
この規則に違反し、他の入居者に著しく迷惑を及ぼした場合、あるはその恐れがあると判断した場合は、損害賠償請求、退去処分とする。

3． 居室
不在の場合は、必ず施錠し、現金や貴重品及び自室のカギは各自の責任で管理、保管する。
故意、過失、または通常と異なる使用、清掃を怠ったことによる居室、備品の破損、汚損については原状回復費用を請求する。

４. 清掃・ゴミ捨て
居室内の清掃は各自で行い、清潔を保つ。ゴミは各寮（アパート、団地等）のルールに従い、分別し、所定の日時、場所に出す。

５. 保全・点検　
防火、衛生、施設の保全または管理上必要な場合、関係者または教職員が立ち入る。

６. 緊急事態
    万一、火災や盗難など事故や急病人が出た場合は、速やかに学校、または警察署、消防署等に連絡する。　

７．禁止事項
異性の立ち入り
保護者や兄弟姉妹、第三者の居室利用、宿泊
寮費を著しく滞納すること
ペットの飼育および持ち込み
　　・その他、社会的ルールに反し、著しく他の入居者及び関係者に迷惑をかけること。
　　・夜２１時以降、必要もなく友人間を行き来する、部屋の窓を開けた状態で大声で話す、電話をかける。
　　・お酒をたくさん飲んで暴れたり、騒いで他の居住者に迷惑をかける等。

８. 退寮
退寮時の居室点検にて、甚だしい破損・汚損の場合、クリーニング代及び修繕費を追加徴収する。

９. 退寮日
卒業日後、学校が決めた日までに退寮する。


本規則に違反した場合、退寮処分とし、寮費の返金には一切応じない。
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